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対
象
と
な
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方
に
は
、４
月
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票
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し
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し
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せ
ん
か
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な
お
、予
診
票
・
接
種
券
は
再
交
付
で
き

ま
す
。
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康
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進
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―
３
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　市では、市税等を納期限までに納めていただけない場合は、督促状により納付を促すほか、文書
などで催告を行っています。それでも納めていただけない場合には、滞納処分を行っています。
　そのような事態にならないためにも今一度お手元の納付書をお確かめの上、納め忘れがありまし
たら、速やかに納付をお願いします。

◆滞納処分とは・・・
　市が滞納者の財産を差し押さえすることです。市税等を滞納している場合、市は裁判所に訴えずとも、
差し押さえができます。
財産調査　勤務先、金融機関、生命保険会社、官公庁、取引先などへの財産調査を行います。なお、本人
の承諾は要しないこととなっています。
財産差押　財産調査の結果、主に次の財産などを差し押さえます。
①債権（預貯金・給与・年金・生命保険・国税還付金・売掛金など）
②不動産（土地・建物）
③動産（絵画・美術品・自動車など）
換価処分　債権は即時取立てします。不動産や動産は公売（売却）により換価し、市税等に充当します。

◆新潟県地方税徴収機構と連携した滞納処分への取り組み
　新潟県と県内市町村では、新潟県地方税徴収機構を設置し、滞納が長期や高額な場合について、市か
らの引継ぎを受け、差し押さえなどの滞納処分を前提とした滞納整理を行っています。

◆納税相談
　特別な事情などにより納期限までに納められない方は、早めにご連絡ください。

　市税に関すること
　　総務部税務課　☎６３―５１１０
　国民健康保険税・後期高齢者医療保険料に関すること
　　市民福祉部市民生活課　☎６３―５１１２
　介護保険料に関すること
　　市民福祉部高齢福祉課　☎６３―３７９０

市税等を納期限までに納めないと・・・

８月18日（金）～20日（日）

３夜連続（有料）
ハーバーマーケットライブ

お問い合わせ・
チケットの取り扱い
　鼓童チケットサービス
　☎８６―２３３０
　産業観光部観光振興課
　☎６７―７９４４

市税等の納付は
納め忘れのない
口座振替が便利です！

高
齢
者
肺
炎
球
菌
の
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種

は
お
済
み
で
す
か
？
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